東郷町外出支援サービス事業実施要綱
　（目的）
第１条　この要綱は、日常生活において外出が困難な車いす使用者などに対して、外出支援サービス（以下「事業」という。）を行うことにより、心身の維持向上と福祉の向上を図ることを目的とする。
　（実施主体）
第２条　この事業の実施主体は東郷町とし、町長と別に定める契約を締結した民間事業者（以下「受託者」という。）に委託して実施する。
（使用車輌）
第３条　この事業に使用する車輌は、東郷町と契約した事業所の福祉車輌とする。
（利用対象者及び利用範囲）
第４条　この事業の利用対象者は、町内に住所を有する者のうち、当該利用対象者の世帯において当該年度（４月又は５月の間に申請する場合は前年度）の町民税の所得割が非課税（同一敷地内の生計を一にする親族を含む。）であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　⑴　介護保険法（平成９年法律第１２３号）１９条第１項に規定する要介護認定を受けた居宅者で、一般の交通機関（セダンタクシーを含む。）を利用した外出が困難な者。
　⑵　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた、一般の交通機関（セダンタクシーを含む。）を利用した外出が困難な者。
　⑶　前２号に掲げる者のほか、サービスを利用することが、適切であると他町長が認めた者。
　（利用距離範囲）
第５条　この事業の利用距離範囲は、原則として東郷町役場から半径約１０ｋｍ以内の愛知県内の医療及び福祉施設とする。ただし、町長が適当と認めた場合はこの限りではない。
　（利用時間）
第６条　この事業の利用時間は、毎日午前８時から午後８時までとする。
　（利用制限）
第７条　この事業の利用は、１週間（月曜日から日曜日までをいう。）につき１回以内とし、１回の利用は自宅から目的地までの片道、又はその往復とする。ただし、往路と復路が異なる日である場合は、往路日を利用日とする。
２　東郷町高齢者タクシー料金助成利用券又は東郷町心身障害者タクシー料金助成券を使用した利用はできないものとする。
　（利用者の負担）
第８条　利用者は、次に掲げる費用を負担するものとし、利用料は利用の度に受託者に直接支払うこととする。
　⑴　利用料は、総運賃の１割とする。この場合において、総運賃とは迎車料を含めず、百円未満を切り捨てた額とする。ただし、総運賃が１，０００円未満の時の利用料は１００円とする。
　⑵　車輌の運行中における有料道路通行料金、駐車場使用料等
　（登録の方法）
第９条　利用を希望する者は、外出支援サービス利用登録申請書（様式第１）に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
　（登録の決定及び通知）
第１０条　町長は前条の申請書を受理したときは、その適否を審査し、速やかに外出支援サービス利用登録決定・却下通知書（様式第２）を申請者に通知し、同時に、事業の受託者へ外出支援サービス利用決定通知書（様式第３）を通知する。
　（利用の申込）
第１１条　この事業の登録者は、次の定めるところにより利用申込みの手続きを行うものとする。
　⑴　利用日の１か月前から２週間前までに受託者に連絡すること。
　⑵　利用内容の変更を希望するときは直ちに受託者に連絡すること。
　(利用期限及び更新）
第１２条　第１０条により、利用登録決定された者の利用有効期限は毎年６月３０日までとし、利用登録を審査し７月に更新する。
　（利用者の義務）
第１３条　利用者は車両の運行中は、次に定める義務を負うものとする。
　⑴　原則として移送に伴う必要な介助及び付添人を確保する。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。
　⑵　車輌の運行中は運転手の指示に従う。
　⑶　車輌の運転手に対し、過度なサービス（目的地での待機、介護などの業務等）を要求してはならない。
　（事業の報告）
第１４条　この事業の受託者は、利用内容を示すため、事業実績報告書（様式第４号）により、利用者または付き添いの者の確認を得て、翌月１０日までに町長に報告するものとする。
　（利用の中止）
第１５条　町長は、次のいずれかに該当するときはいつでも利用を中止できる。
⑴　非常災害の発生及びその危険があるとき
⑵　登録申請書の内容に変更、虚偽があるとき
　⑶　その他やむを得ない事由が生じた場合
　（その他の事項）
第１６条　この要綱の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める
　　　附　則
　この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２０年１２月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
　　　附　則
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